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区分 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方 

地理的表示に

関する御意見 

「模造品」等の表現を伴い使用され

る場合も保護の対象となりますとは

どういうことか。模造品まで保護と

いう意味では原産地が何処なのか判

断出来ないのではないか。 

また、「日英間の経済パートナーシ

ップ交渉を通じた地理的表示の保

護」一覧に日本酒、日本のワイン、

国産ビールの保護が見当たらない。

日本のお酒は保護の対象に入ってい

ないのか。 

 別添『「日英間の経済パートナー

シップ交渉を通じた地理的表示の

保護」一覧』の（注）１は、地理的

表示の産地を原産地としない酒類

に、地理的表示の産地名を使用する

ことは、「種類」「型」「様式」「模造

品」等の表現を伴う場合であっても

その使用を禁止するという意味で

す。 

また、今回のパブリックコメント

は、別添に示す英国の地理的表示を

日本国内で保護をすることについ

て、意見を求めるものであり、日本

の地理的表示については、英国国内

において必要な手続が取られてい

ます。 

「日英包括的経済連携協定」を通

じて相互保護する酒類の地理的表

示については、別途、国税庁ホーム

ページにて公表します。 

 


